
平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ６ 日  

九 州 地 方 整 備 局  

山 国 川 河 川 事 務 所  

「 山国川治水対策検討委員会」（ 第５回） を開催しました 

～馬渓橋を存置した場合の治水対策及び防災ソフト 対策等について～ 

平成２８年３月１８日に「 山国川治水対策検討委員会」（ 第５回） を開催しました。

第５回検討委員会は最終回となり、馬溪橋を存置した場合の治水対策の了承や防災ソ

フト 対策等の今後の実施内容について意見を伺いました。  

つきましては、 第４回委員会資料及び議事要旨を公表します。  

今後、 この計画に則り、 国・ 県・ 市が調整しながら事業を進めてまいります。  
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■第５回委員会での検討の流れ(案）・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 資料２ 

■平田・ 戸原地区の実施設計及び模型実験の状況・ ・ ・ ・ 資料３ 

■石造アーチ橋の対応方針(案）・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 資料４ 

■防災・ 減災ソフト 対策アクショ ンプラン(案）・ ・ ・ ・ ・ 資料５ 

■流木対策アクショ ンプラン(案）・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 資料６ 

■馬溪橋補強対策アクショ ンプラン(案）・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 資料７ 

■地域振興策アクショ ンプラン(案）・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 資料８ 

■議事要旨・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 資料９ 

     ※ＨＰでは、 クリックすると資料が閲覧できます。  

【 問い合わせ先】  

国土交通省九州地方整備局 

 山国川河川事務所 

   技術副所長  篠原 昌秀（ 内線 ２０４）

   代表： ０９７９－２４－０５７１



第 ５ 回 山国川治水対策検討委員会

議 事 次 第

日 時： 平成２８ 年３ 月１８ 日（ 金）

１ ５ ： ０ ０ ～１ ７ ： ０ ０

場 所： 中津市耶馬溪支所 ３ 階大会議室

１ ． 開会

２ ． 挨拶

３ ． 議事

１ ） 第４ 回委員会の議事要旨 （ 資料－１ ）

２ ） 第５ 回委員会での検討の流れ（ 案） （ 資料－２ ）

３ ） 平田・ 戸原地区の実施設計及び模型実験の状況 （ 資料－３ ）

４ ） 石造アーチ橋の対応方針（ 案） （ 資料－４ ）

５ ） 防災・ 減災ソフト 対策アクショ ンプラン（ 案） （ 資料－５ ）

６ ） 流木対策アクショ ンプラン（ 案） （ 資料－６ ）

７ ） 馬溪橋補強対策アクショ ンプラン（ 案） （ 資料－７ ）

８ ） 地域振興策アクショ ンプラン（ 案） （ 資料－８ ）

４ ． 閉会
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山国川治水対策検討委員会（ 第４回）  議事要旨

平成２７年１１月２７日（ 金） １３ :３０～１５ :４５

●委員： 杉尾委員長以下、 全１０名出席

●マスコミ ： ２社（ 西日本新聞、 大分合同新聞）

●地元傍聴： ４名

【 議事要旨】

◆第４回委員会での検討のポイント について

 ・ 事務局提案のとおりとする。

◆これまでの検討の流れ及び今後のスケジュールについて

 ・ 事務局提案のとおりとする。

 ・ 但し、審議案件と報告案件の分け方で、報告案件についても必要な助言をいただく こと

を確認。

 ・ マスタープラン及びアクショ ンプランの作成工程が時間的にタイト だが、市として関係

住民、 関係機関等と連携しスケジュールどおりの策定を目指すことを確認。

◆各部会の検討状況について

【 マスタープラン】

・ 当プランは「 景観」「 治水・ 防災」「 地域振興」 の３項立てなので、 例えば、 Ⅳ「 計画

との整合性」 に治水を追加する等、 目次立てを再構成すべき。

・ 全体の検討体制とその組織体系、 役割分担等についてやや分かりにく い。

・ 災害記憶の伝承のため、 記録誌や現地に浸水履歴等の表示が重要。（ →資料６ で説明）

 ・ マスタープランやアクショ ンプラン作成は、 住民参加を意識した取り組みが重要。

・ 整備後の利活用や維持管理の仕組みを、 地域や関係者と築く 仕掛けも重要。

【 治水対策】

・ 山国川本川の実施設計、 支川の検討については、 事務局提案のとおりとする。

・ なお、 今後の設計に当たっては、 馬溪橋上流の河道掘削区間など、 河川内を含む利活

用等も考慮し実施すべき。

・ 模型実験については、 現在製作途上であることを前提に以下の指摘を踏まえ進める。

・ 初期河道（ H24 出水時） の水位再現は最も重要であり慎重に行うこと。（ 橋上下流の水

面差や木ノ子周辺の氾濫域の不整合など）

・ 橋の欄干を表現できないか検討すること。

・ 橋の変位をとらえると今後の石橋の構造検討に有益だが、 今回の模型では困難。

・ 掘削後、 土砂堆積の可能性があるため、 整備後のモニタリング等が重要。

資料－1 
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・ 橋梁については、 計算上の摩擦損失係数F と比較をすると良い。

・ 馬溪橋での水理特性等しっかり把握することが、 今後の耶馬渓橋、 羅漢寺橋の対応に

つながる。

【 防災ソフト 対策】

・ 名称は「 減災」 を追加し「 ・ ・ 防災・ 減災ソフト 対策アクショ ンプラン」 にすべき。

・ 冒頭に記載の共通認識が重要で、 文化財であるが氾濫の主原因は馬溪橋であることを

ハザードマップに記載すべき。

・ 防災学習は、 文化財の価値、 川の恩恵を理解しつつ、 防災を認識することが大事。 地

域の価値の要素等含め総合的に「 ふるさと教育」 として行うことも良い。

・ 洪水の痕跡が感じられるものを設置するとよい。 まるごとまちごとハザードマップの

一環で石碑など１００年残るものが効果的。

・ 地域と対話し、 地域の方が自ら避難できる材料を提供するプランを盛り込むべき。

・ 今からでもアンケート 調査等もやるべき。 １０年後の意識変化など分析できる。

・ 情報の流れに気象庁を入れることや、 施策番号⑫と⑬の入替等について反映のこと。

【 流木対策、 橋梁補強対策、 地域振興策】

・ 各部会より「 報告」 のみ。

◆次回に向けての検討事項等

 ◎マスタープラン

  ・ 目次構成で、 景観、 治水・ 防災、 地域振興の３つの柱が明確になるよう再構成。

  ・ 文化財や景観、 川の恩恵などの地域価値の要素と防災・ 減災については同列のもの

として総合的に整理すること。

◎治水対策

  ・ 模型実験は、 流水の現象の再現と模型の精緻性について慎重に検討・ 実施する。

  ・ マスタープランを踏まえ、 ビュースポット や親水性等を踏まえた計画とする。

 ◎防災ソフト 対策

  ・ 委員からの指摘を踏まえ、 内容の充実を図ること。

・ 石碑など、 永く 地域に残る仕掛けが重要であり、 実施主体含め検討のこと。

 ◎その他

  ・ 耶馬３橋を含む地域振興策について次回報告すること。

-以上- 
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●第４回山国川治水対策検討委員会（平成２７年１１月２７日）でのご意見とその対応案等

委員会でのご意見 ご意見を踏まえた対応案 備考

◎マスタープランについて
　・目次構成で、景観、治水・防災、地域振興の３つの柱が明確になる
よう再構成。
　・文化財や景観、川の恩恵などの地域価値の要素と防災・減災につ
いては同列のものとして総合的に整理すること。

・平成27年12月に公表したマスタープランは、左記に配慮し、策定した。

◎治水対策
　・模型実験は、流水の現象の再現と模型の精緻性について慎重に
検討・実施する。
　・マスタープランを踏まえ、ビュースポットや親水性等を踏まえた計画
とする。

・模型実験における再現において、慎重に検討・実験した。

・実施設計においては、マスタープランを踏まえ、親水性、動線等に配慮した。
議事3

◎防災・減災ソフト対策
　・委員からの指摘を踏まえ、内容の充実を図ること。
　・石碑など、永く地域に残る仕掛けが重要であり、実施主体含め検
討のこと。

・委員からの指摘を踏まえ、アクションプランの充実を図った。
・石碑等は、馬溪橋の袂に、平成24年7月出水の概要や馬溪橋を残した経緯等を
設置予定。設置にあったっては、市の戸原側の利活用を踏まえ、整備していく。

議事5

◎その他
　　・耶馬３橋を含む地域振興策について次回報告すること。 ・今回、報告する。 議事8
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資料-2

委員会での検討の流れ（ 案）

■第１回（ Ｈ２ ７． １． ７ ） 実施済み

・ 流域、 出水、 床上事業の把握

・ 存置を前提とした場合の課題と治水対策の方向性について議論

■第２回（ Ｈ２ ７． ３． ９ ） 実施済み

・ 馬溪橋存置に伴うリスクの共有及びリスクを踏まえた治水対策検討の考

え方について

・ 存置を前提とした場合の治水対策案（ 複数） について

■第３回（ Ｈ２ ７． ３． ３ ０） 実施済み

・ 存置を前提とした場合の治水対策案を選定

・ ソフト 対策の具体化と役割分担等について

■治水対策（ 案） 地元説明会（ Ｈ２７ ． ４ ． ２７ ）

工法決定の記者発表（ Ｈ２７ ． ５． ２６ ）

第１回馬溪橋対策連絡調整会議（ Ｈ２７ ． ６． ２） 部会設置

第２回馬溪橋対策連絡調整会議（ Ｈ２７ ． １０ ． ２８ ） 中間報告

■第４回（ Ｈ２ ７． １１． ２７ ） 実施済み

・ 各部会（ 治水対策、 防災ソフト 対策等） からの中間報告

■馬溪橋周辺整備活用マスタープランを策定（ Ｈ２７． １２． ２８ ）

■第５回（ Ｈ２ ８． ３． １ ８）

・ 各部会のアクショ ンプランの報告及び技術的なフォローアップ

・ 石造アーチ橋の対応について方向性を議論・ 確認

第５回委員会での議論のポイント （ 案）

①これまでの検討の流れ

②治水対策、 防災・ 減災ソフト 対策等に関する審議

③流木対策、 橋梁補強対策、 地域振興策の報告・ 助言
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馬溪橋対策に関するこれまでの流れについて

国 県 備考

10月中旬

10月下旬

11月上旬

11月中旬

11月下旬

12月上旬

12月中旬

12月下旬

1月上旬

1月中旬

1月下旬

2月上旬

2月中旬

2月下旬

3月上旬

3月中旬

3月下旬

H28.4以降

中津市

マスタープランとは、平田・戸原地区において、地域の資源や特色を活かした「観光振興」「地域活性化」「災害
に強いまちづくり」を進めるための基本的な考え方やルール、配慮すべき事項について、景観等の専門家の助
言をいただき、図面や資料にとりまとめた基本計画。

整備の実施に当たっては、本マスタープランをベースとした「アクションプラン」を作成し、景観等の専門家の助
言をいただきながら進める。

「馬溪橋対策連絡調整会議」の開催 H27.10.28
・各部会の検討の進捗状況を各部会主務担当より中間報告

・これを集約した「マスタープラン（案）」 を中間報告

・治水部会

中間とりまとめ

・防災・ソフト対策部会

・地域振興部会

・流木部会

中間とりまとめ

・治水対策

中間とりまとめ

「名勝耶馬溪整備委員会」の開

催H27.12.28
・マスタープラン案の提示 等

「山国川治水対策検討委員会」の開催H27.11.27
・治水対策、防災ソフト対策に関する助言

・「馬溪橋対策連絡調整会議」の内容報告

（各部会の検討の進捗状況、マスタープラン（案）等）

・今後のスケジュールの確認 等

・防災ソフト部会

・流木部会

・橋梁補強部会

・地域振興部会

マスタープラン完成H27.12.28

マスタープラン(案)
の地元意見聴取

マスタープランを踏まえた

・アクションプラン（案）

・河川整備（案） 等を作成。

作成にあたっては、地元意見を踏まえる

「馬溪橋対策連絡調整会議」の開催 H28.3.29
・各部会の検討の進捗状況を各部会主務担当より最終報告

・これを集約した「アクションプラン（案）」等 を最終報告

地元意見の意見等を

踏まえたマスタープラ

ン(案)をとりまとめ完成

「山国川治水対策検討委員会」の開催 H28.3.18
・治水対策、防災・減災ソフト対策について審議

・石造アーチ橋の対応方針について審議

・各部会でまとめたアクションプラン（案）等を報告

アクションプランを実施

地元意見の意見等を

踏まえたアクションプラ

ンをとりまとめ完成
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・防災ソフト対策 ・防災ソフト対策 ・防災ソフト対策
・治水対策（本川整備、用地協議等） ・地域振興（馬溪橋他２橋、平田城等） ・治水対策（支川処理、流木対策等）
・模型実験・流況解析等 　マスタープラン作成 ・地域振興
・景観に配慮した整備 ・馬渓橋補強対策 ・情報交換
・治水対策検討委員会開催 ・治水対策（支川内水対策）
・国総研・土研協議（指導・助言） 中津土木事務所　建設課

　総務部、農林水産部、教育委員会 北部振興局　総務部、地域振興部　
　建設部、商工観光部、耶馬渓支所 農山漁村振興部（林務）

※今年度、「山国川治水対策検討委員会」は、H27.11.27及び、Ｈ２８年春の２回開催し、報告・助言等を実施

国（河川事務所） 中津市 大分県

平田・戸原地区整備の進め方

山国川治水対策検討委員会

「馬渓橋対策連絡調整会議」を設置（国、県、市）

（各部会の対応方針を集約した「マスタープラン」作成と定期的な情報共有）

【部会の設置】

［治水部会］ ［防災ソフト部会］ ［流木部会］ ［橋梁補強部会］ ［地域振興部会］

●各部会で対策を検討し、調

整会議で、各部会の対策の基

本方針を集約した「マスタープ

ラン」を作成

（主務は地域振興部会）

●マスタープランについて

地域住民の意向確認し完成

●マスタープランを基に

アクションプラン策定

●実施に向け取り組む
馬溪橋修理委員会（市）
（構造、歴史・文化等の専門家）

名勝耶馬溪整備委員会（市）
（景観デザイン、歴史・文化等の専門家）

［検討会で審議する内容］

・治水対策（模型実験等）に関すること

・防災ソフト対策に関すること

※流木対策、橋梁補強対策、地域振興策、マスタープランについては、報告

報
告
・
助
言
等

助
言
・
反
映

助
言
・
反
映
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石造アーチ橋の対応方針（案）について

～耶馬渓橋、羅漢寺橋～

1

平成２８年３月１８日

国土交通省 九州地方整備局

山国川河川事務所

資料－４



１．馬溪橋を存置した治水対策と他の石橋の対応の考え方・・・・・・・・・・・・・ P1

２．耶馬３橋の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P2

３．平成２４年７月出水の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P3

４．石造アーチ橋の対応方針（案）の検討・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･･･ P5

５．石造アーチ橋を存置した場合の課題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P8

目 次



１． 馬溪橋を存置した治水対策と耶馬渓橋・ 羅漢寺橋の対応の考え方
○馬溪橋では、平成２４年規模の洪水に対し、家屋への浸水を防御する対策を実施。
○耶馬渓橋、羅漢寺橋についても、馬溪橋で行った考え方に基づき対応を検討する。

■馬溪橋における治水対策の考え方
○馬溪橋を存置し、堰上げを考慮しても家屋浸水が生じないよう以下の対策を実施

・地盤の低い平田地区に、当初計画通りの堤防を整備。
・これに加え、馬溪橋上下流区間での河道拡幅・掘削により水位低減を図り、宅地区間の溢水・越水を防御。

○流木閉塞や超過洪水時のリスクを伴う改修であるため、防災・減災のソフト対策を併せて行う。

■馬溪橋模型実験による検証
・馬溪橋では、不等流計算が信頼できるものか確認するため、1/40規模の模型実験を行った。
・模型実験の結果、洪水痕跡水位や浸水範囲等が概ね一致し、不等流計算の妥当性を確認した。

■耶馬渓橋、羅漢寺橋での検討方針
・当該２石橋においても、不等流計算を用いて解析を行う。
・馬溪橋同様に、平成２４年規模の洪水に対し、家屋への浸水を防御する対策を検討する。

耶馬溪橋、羅漢寺橋、馬溪橋の位置

耶馬溪橋

馬溪橋

青地区

樋田地区

曽木地区

多志田地区

中川原地区

平田地区

戸原地区

蕨野地区
冠石野地区上曽木地区

青の洞門
競秀峰

16k

羅漢寺橋
17k

18k

19k

20k

21k

１



２． 耶馬３橋の概要

2

○耶馬渓橋、羅漢寺橋、馬溪橋の３石橋は「耶馬３橋」と呼ばれ、名勝耶馬渓の重要な構成要素であり観光振興・地域振興上も重要。
○一方で、洪水時には径間長が短く、桁下の流下断面にアーチが入るため、洪水堰上げや流木閉塞のリスクを持っている。

■耶馬渓橋（オランダ橋） （1923年（T12年）築造）
・日本唯一の８連橋
・橋長116mは全国１位（石造アーチ橋）
・大分県指定有形文化財

■羅漢寺橋 （1920年（T9年）築造）
・橋長91mは全国３位（石造アーチ橋）
・大分県指定有形文化財

■馬溪橋 （1923年（T12年）築造）
・橋長82mは全国４位（石造アーチ橋）
・中津市指定有形文化財

橋　長　115.6m

14.75m 14.35m 14.25m 14.05m 14.3m 14.15m 14.35m 15.4m

橋　長　88m

28.8m 25.84m 4.86m28.5m

17.2m 15.7m 16m 15.7m 17.22m

橋　長　81.82m



３． 平成２４年７月出水の概要①

3

○耶馬渓橋の上流の樋田・曽木地区においては、家屋浸水戸数が４２戸（床上浸水２２戸、床下浸水２０戸）であった
○羅漢寺橋の上流の上曽木地区においては、家屋の浸水被害は無かった

耶馬渓橋
荒瀬堰

洞門橋

青の洞門

15k600

15k800

16k000
15k400

15k600

耶馬渓橋の状況（H24.7.3洪水時）

①

③

②

①

②

③

④

④

⑥

①樋田地区

⑥⑤

⑤

はん濫後の状況（H24.7.3洪水時）



耶馬渓橋
荒瀬堰

洞門橋

青の洞門

15k800

15k600

16k000

16k200

②曽木地区

①

②

③

青地区

青の洞門

樋田地区

①

②

３． 平成２４年７月出水の概要②
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③

洞門橋

耶馬渓橋の状況（H24.7.3洪水時）



45. 0

46. 0

47. 0

48. 0
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50. 0

51. 0

52. 0

53. 0

54. 0

55. 0
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HWL

計算水位（現況河道）

左岸洪水痕跡水位（H24.7.3洪水)

右岸洪水痕跡水位（H24.7.3洪水 )

左岸家屋の浸水位（現地調査結果）

右岸家屋の浸水位（現地調査結果）

右岸家屋高

荒瀬堰

洞門橋
耶馬溪橋

15k4 16k015k6 15k8 16k2 16k4

４． 耶馬渓橋（ 樋田・ 曽木） の対応方針（ 案） 検討

○耶馬渓橋を存置し、水位計算をした結果、樋田・曽木地区において、規定計画通りの堤防及び陸閘を整備することで家屋浸水が防げる
ことを確認した

【不等流計算水位縦断図（H24.7.3出水再現計算）】

築堤

陸閘

耶馬渓橋

荒瀬堰

洞門橋

（樋田地区）
・H24.7出水の水位は、築造する堤防高以下となり、家屋浸水は
生じなくなる。

：H24.7出水の浸水範囲

：浸水解消範囲

15k600

15k400

家屋移転

浸水解消

樋田地区

計算水位

5

耶馬渓橋
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４． 耶馬渓橋（ 樋田・ 曽木） の対応方針（ 案） 検討

【不等流計算水位縦断図（H24.7.3出水再現計算）】

耶馬渓橋

荒瀬堰

洞門橋

15k600

浸水解消

15k800

築堤

曽木地区

計算水位
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：H24.7出水の浸水範囲

：浸水解消範囲

（曽木地区）
・H24.7出水の水位は、築造する堤防高以下となり、家屋浸水は生じ
なくなる。

耶馬渓橋
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羅漢寺橋

禅海橋

４． 羅漢寺橋（ 上曽木） の対応方針（ 案） 検討
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○羅漢寺橋を存置し、水位計算をした結果、家屋浸水しないことを確認した

【不等流計算水位縦断図（H24.7.3出水再現計算）】

計算水位

羅漢寺橋

H24.7.3出水状況
※左岸側家屋は浸水していない

家屋敷高が水位より高い

羅漢寺橋

禅海橋

17k000

16k800

17k200

17k400

（上曽木地区）
・H24.7出水の水位は計画堤防高以下である
・H24.7出水調査の結果、家屋浸水は発生していない

（左岸側家屋はH24.7出水時水位より高い）

※左岸家屋は
H24.7出水で
浸水していない



５． 石造アーチ橋を存置した場合の課題

8

○径間長が短いこと及び、桁下の流水部分にアーチが入るため、橋による洪水の堰上げは大きい
○Ｈ２４年規模洪水に対しては家屋浸水は生じないが、超過洪水や流木閉塞のリスクは馬溪橋と同様に踏まえる必要がある
○したがって、防災・減災のためのソフト対策は、当該地区に合った形で実施する必要がある

耶馬渓橋

羅漢寺橋

耶馬渓橋の被災状況（H24.7.3洪水時）

羅漢寺橋の被災状況（H24.7.3洪水時）

橋　長　115.6m

14.75m 14.35m 14.25m 14.05m 14.3m 14.15m 14.35m 15.4m

橋　長　88m

28.8m 25.84m 4.86m28.5m



中津市耶馬溪町 平田・ 戸原地区 

防災・ 減災ソフト 対策アクショ ンプラン 

（ 案）  

平成２８ 年３ 月 

中     津     市 

国土交通省山国川河川事務所 

大  分  県  中津土木事務所 

資料-5
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平田・ 戸原地区の防災・ 減災ソフト 対策の基本的考え方

１ ． 共通認識

①九州北部豪雨では馬溪橋による洪水の堰上げが、 当地区の甚大な浸水被害

大きな要因となったこと

②一方で馬溪橋の文化・ 景観的価値を踏まえ、 中津市として「 存置」 を選択

し、 当地区の観光振興や地域振興に繋げる計画であること

③国は馬溪橋を存置した河川改修を進めるが、 径間長や桁下高の不足による

氾濫リスクが大きいこと

等について地元・ 行政が共通認識を持つ。

２ ． ソフト 対策検討の前提となる基本情報

①高齢者が多い地区であること

②地区内に小学校（ 城井小学校） があること

③九州北部豪雨の地域住民の記憶が鮮明であること

④洪水の爪痕や浸水の痕跡が残っていること

⑤鬼怒川出水の教訓（ 避難遅れ、 不明者等情報錯綜、 予備発電水没 等）

等を踏まえ、 実効性のあるソフト 対策を進める必要がある。

1



３ ． ソフト 対策

 前頁の共通認識と基本情報を踏まえ、当該地区で実施するソフト 対策につ

いて、以下の項目を官民で適切に役割分担し、各主体が責任を持ち実効性の

ある取り組みを進める。

 実施に当たっては、昨今の重大災害の発生状況に鑑み、それぞれの主体が

危機感を持ち、スケジュール感を強く 意識し、可能な限り早期に効果が発現

できるよう努める。

（ １ ） 情報収集ツールの補強  【 行政】

  ①馬溪橋地点にCCTV カメラ新設

   ・ 既存の国、 県のカメラと併せ、 洪水や流木の監視を行う

②国と県のCCTV カメラ閲覧のワンスト ップ化

 ・ 国や市（ 支所） でワンスト ップで閲覧可能となるよう改良

（ ２ ） 正確で迅速な情報収集・ 伝達  【 行政、 地元】

  ③市内部の情報収集・ 伝達系統と情報管理体制の明確化

   ・ 既存ルールの課題を整理し必要な見直しを実施

  ④避難判断に資する河川管理者からのホット ラインの運用

   ・ 国では既にト ップを含め階層毎にホット ラインで情報提供している

   ・ 県でも実施を検討

⑤避難のためのタイムライン（ 防災行動計画） の構築・ 運用

   ・ 市による避難勧告等の発令に着目したタイムラインを構築・ 運用

  ⑥避難発令基準の明確化

   ・ 柿坂の基準水位に加え、 当該地区の特別ルール構築

  ⑦町内放送や告知端末等の情報伝達手段の確実性の向上

   ・ 各戸設置は完了だが寝室に聞こえない等の課題

   ・ 設置場所の変更や外部スピーカーの設置により伝達の確実性を向上

   ・ 災害情報提供システム（ メール） の整備

⑧ｲﾝﾀー ﾈｯﾄ,NHK,ｱﾗー ﾑﾒー ﾙ等の防災情報の充実・ 活用促進

 ・ 洪水予報における確実に伝わる文章・ 伝達手法への改善

 ・ 住民の所在地に応じたリアルタイム情報の充実

 ・ ハザードマップポータルサイト の周知と活用促進

・ 既存ツールを防災訓練や防災学習等の場で周知

  ⑨市庁舎（ 支所含む） の機能維持

   ・ 浸水の危険性の検証と必要な浸水対策の検討・ 実施
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   ・ 予備発電浸水の危険性検証と必要な対策の検討・ 実施

（ ３ ） 日頃からの啓発及び安全な避難に資する対応 【 地元、 行政等】

  ⑩自主防災組織の活性化（ ｺﾐｭﾆﾃｨ力の強化、 防災リーダー育成）

   ・ 組織体系の確立、 防災リーダーの育成、 要援護者の把握等を実施

  ⑪ﾏｲﾊｻ゙ ﾄーﾞ ﾏｯﾌ゚ 、 避難行動計画の作成（ 小集落毎）

   ・ 小集落毎にマイハザードマップを作成し、 避難行動の基礎とする

  ⑫城井小学校での防災教育の体系化

   ・ 防災教育を体系的に行うための学習プログラムを作成

・ 川の恩恵や文化・ 景観上の地域価値の学習を交えた総合的な防災教育

・ 地域住民を交えた防災教育・ 避難訓練等の実施

  ⑬防災訓練

・ 避難行動計画を基に、 要援護者の対応等含む実効性重視の訓練実施

・ 洪水に対しリスクが高い区間の共同点検・ 住民への周知

  ⑭まるごとまちごとハザードマップの取り組み

・ まちづく り計画と連携し、 被災水位、 避難場所・ 経路等の標識（ サイ

ン） を設置し、 まちなかで「 見せる防災」 を実施

⑮防災拠点の整備

・ まちづく り計画と連携し、 橋詰めや集会所に備蓄土や土のう等を見え

る形で備蓄することや、 まちなかで「 見せる防災」 を実施

 ⑯避難経路の安全対策

・ 洪水時の避難所までの避難経路の安全確保（ 道路嵩上げ・ 歩道の整備

等） の実施

  ・ 国で行う氾濫解析をもとに検討。

（ ４ ） その他のソフト 対策 【 地元、 行政等】

  ○水防団等による巡回、 水防活動等

  ○災害時の広域応援体制の構築

  ○避難所の設置・ 運営

  ○災害ボランティ アの受け入れとボランティ アセンターの運営

４ ． ソフト 対策のイメージ

 ３ ．で記載したソフト 対策について、それぞれの対策の具体のイメージに

ついて整理した。
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■情報収集ツールの補強

①馬溪橋地点にＣＣＴＶカメラを新設【国】
（H27設置、28運用開始）
・橋地点では、流木閉塞等の可能性があるため、 流木閉塞等を

監視し、避難に資する情報を提供する
・馬溪橋を上流から視聴できるカメラを設置
・地元も視聴できるよう一般公開する

①馬溪橋地点にCCTVカメラを新設

ＣＣTVのイメージ

CCTV設置

水位・CCTV（流木）等の監視
確実で分かりやすい避難勧告・
避難指示等の発信

中津市、支所

地域（集落、住民）

確実な情報収集
地域内コミュニティを活用した迅速な
情報共有と早めの避難行動

山国川河川事務所防災室のCCTVカメラ画像モニター

山国川CCTVカメラ画像設置（馬溪橋）
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県のCCTVシステム

■情報収集ツールの補強

②国と県のCCTVカメラのワンストップ化

②ＣＣＴＶカメラのワンストップ化【国・県・市】
（H28出水期前を目標に対応）

・国と県それぞれに河川のCCTVカメラを所有し公開
・上下流を一連で把握できるよう、システムを改良し、ワンス
トップで閲覧できるように改良

国のCCTVシステム
県のCCTVシステム

・中津市
・耶馬溪支所

国のCCTVシステム

現状：国・県それぞれ
のシステムより
入手

改良：国・県区間一連
で閲覧可に改良

山国川ライブカメラ （直轄区間はほぼ網羅）

●国と中津市役所とは光F接続により全てのCCTV
を視聴可能

但しH24当時、防災の最前線の耶馬溪支所総務課で国の
CCTVが視聴不可能な状態であった。

→平成２７年度に耶馬溪支所総務課で視聴可能に改良済

耶馬溪支所総務課のパソコン
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河川事務所・県土木

■正確で迅速な情報収集・伝達
・情報収集・伝達系統と情報管理体制を明確化し、正確で的確な情報収集と、市民に迅速・確実な情報伝達を実施

水防団

市役所本庁

市役所支所

■災害対策本部
・●●担当
・▲▲担当
・××担当

・
※役割分担の明確化

■災害対策支部
・●●担当
・▲▲担当
・××担当

※役割分担の明確化

河川情報・水防警報・洪水予警報、ホットライン

地域住民

現地状況、避難情報

住民避難情報、一般被害情報

現
地
情
報
・
避
難
情
報

各
種
対
応
の
指
示

③市内部の情報収集・伝達系統と情報管理体制の明確化
④避難判断に資する河川管理者からのホットラインの運用
⑤避難のためのタイムライン（防災行動計画）の構築・運用

※ホットラインとは・・

氾濫のおそれがある場合に、
その場所や時間等について河
川管理者が市町村に伝え、避
難の判断に資する仕組み

・事務所長 首長
・副所長 部長等
・課長 課長

※タイムラインとは・・
時間軸（気象・水位の状況）における防災行動を明確にしたもの

■気象庁・気象台 （メディア等通じ広く発表）
・気象警報、気象特別警報、土砂災害警戒情報 等
・洪水予警報（河川管理者と共同で発表）

警察
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■正確で迅速な情報収集・伝達
・情報収集・伝達系統と情報管理体制を明確化し、正確で的確な情報収集と、市民に迅速・確実な情報伝達を実施

●現行の中津市内部の情報伝達系統

●平成28年度より、危機管理防災部局を新設
→上記の組織体系について、危機管理防災部局が主導し見直しを予定。

（※平成28年度出水期前までに見直し予定）

大分県河川課   

（ 中津土木事務所）

↓

水防管理者（ 市長）

（ 耕地課）

↓

消防長
旧中津管内

（ 総務部長）

旧下毛管内

（ 各支所長）

↓ 待機又は出動要請 ↓

消防団長

↓ ↓

方面団長 方面団長

↓ ↓

分団長 分団長

↓ ↓

消防団員 消防団員

※各支所の本部には、方面団長・副方面団長が待機。分団長以下について
は、各詰所で待機を行う。

※災害時には、中津警察署との情報共有についても充分行うこととする。
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■正確で迅速な情報収集・伝達

⑥避難勧告・指示発令の基準設定【市(国)】

●既存ルール
柿坂水位観測所を基準に設定済
・柿坂水位：4.4m （避難判断水位）→避難準備情報の目安
・柿坂水位：4.8m  （氾濫危険水位）→避難勧告の目安
・堤防天端（越水） →避難指示の目安

●ローカルルール（案）
馬溪橋を存置するリスクを踏まえた上で、避難に資する
水位等の独自基準を設定。

（例）馬溪橋の橋脚上端まできたら避難勧告・・・等
（下図参照）

・情報収集・伝達系統と情報管理体制を明確化し、正確で的確な情報収集と、市民に迅速・確実な情報伝達を実施

⑦町内放送や告知端末等情報伝達手段の確実性向
上【市】

・既存の複数のツールを使って情報発信を行う。

●●地区に
避難勧告
・・・・・・・・・ （例）

・端末を寝室に移動
・寝室に外部スピーカーを設置
・携帯に転送する
等々

●避難基準のルール化と情報伝達の確実性向上（⑤⑥）
地域住民の安全避難に資する避難基準のルールづくりと情報伝達の確実性向上

音声告知端末
（写真提供：中能登町）

（例）この水位を超えると避難勧告

※避難判断等のローカルルールについては、河川
管理者と市役所で検討の上、平成28年度出水期
前までに決定し運用開始する。

※ローカルルールについては、河川改修前と改修
後には変更する必要がある。

・告知端末については、夜間の就寝時や、雨音でｱﾗｰﾑが聞
こえない事とならないよう対策を検討

・町内放送
・消防車巡回放送
・防災告知端末
・CATV文字放送

等

・災害情報提供システム
（メール）の整備
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■正確で迅速な情報収集・伝達

⑧リアルタイム情報提供の充実及び周知【国】
・入手しやすく、わかりやすい情報提供を実施。
・情報を多くするなど充実させる。

・情報収集・伝達系統と情報管理体制を明確化し、正確で的確な情報収集と、市民に迅速・確実な情報伝達を実施

テレビ番組

携帯電話を活用した
情報伝達
（アラームメール等）

●避難基準のルール化と情報伝達の確実性向上（⑦⑧）
地域住民の安全避難に資する避難基準のルールづくりと情報伝達の確実性向上

地デジを活用した
情報提供

⑨庁舎の機能維持（市庁舎、支所、消防等） 【市】
・庁舎の耐水化、耐震化等による、電気通信、ライフラインの
確保、防災機能維持 等

市役所本庁

発電室

（例）浸水リスクがある場合、
・予備発電施設の上層階移転
・庁舎出入口で耐水化
等の防災機能確保の各種準備発電室

止水版等設置

地デジ用防災情報提供システム 出典）九州地方整備局資料

発電室の一例

止水板の一例

●対策の必要性の点検は、H28年度に実施予定
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■日頃からの啓発及び安全避難に資する対応

⑩自主防災組織の活性化、防災リーダーの育成【市・住民】
・避難行動要支援者の把握等につとめ、お互いが助け合う体制構築
・地域ｺﾐｭﾆﾃｨの向上
・防災リーダーを育成する

※平成28年度より着手予定

自主防災組織リーダー研修会の様子（福岡県）

自主防災組織の手引き（消防庁）

自主防災組織の活動事例
（静岡県焼津市港第23自主防災会）

DIGを通じて、地域の災害特性の把握や地域内の災害対応に

有効な有資格者の把握、町内会毎の災害時要援護者マップを
作成するなど。継続的な活動を行っている。

避難誘導訓練の様子 市民トリアージ訓練の様子

自主防災組織リーダーを対象とした訓練（消防科学総合センター）
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■日頃からの啓発及び安全避難に資する対応

マイハザードマップイメージ

山国川浸水想定区域図（現公表図）

平田、戸原地区付近

■既存の洪水ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ
中津市で作成・公表している洪水ﾊｻﾞｰﾄﾞ

ﾏｯﾌﾟでは、地区レベルで避難行動等に活
用することは困難

⑪マイハザードマップの作成【住民(市・国)】
・地域特性を把握した上で、地域特性を考慮した

マイハザードマップを作成
・過去の洪水被害や避難経路等を記載することが重要
・自ら作成することが重要で、防災意識の向上にも効果がある

※平成28年度より着手予定

マイハザードマップの検討イメージ
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【避難行動計画作成例】

【活動の様子】

大分県 避難行動計画作成マニュアルより

■日頃からの啓発及び安全避難に資する対応

避難訓練マニュアル
（災害時要援護者の方とともに）

愛媛県南予地方局

避難行動計画作成マニュアル
大分県 社会福祉法人

大分県社会福祉協議会

⑪マイハザードマップを踏まえた避難行動計画を作成【住民(市・国)】
・マイハザードマップ等を活用し、水害特性・地域特性を踏まえた

上で、避難行動計画を作成する（避難完了の目印についても検討）

※平成28年度より実施予定

12



防災訓練の例（中津市東谷地区）

■日頃からの啓発及び安全避難に資する対応

⑬防災訓練の実施【住民(市)】
・避難行動計画に基づき、避難訓練を実施する。
・課題を抽出し、必要に応じて避難行動計画を修正する。
・防災訓練を日頃より実施することで、防災意識の向上

及び発災時の避難や応急対策等がスムーズに出来
るように努める

・防災訓練等に、若手や子どもたちも含めたところで実施
することが重要

※平成28年度より取り組む

⑫防災教育の実施（城井小学校等）【市（国・住民）】
・体系的な防災教育プログラムの構築
・地域の水害体験者の体験談等も交える等工夫する
・川の恵みや文化・景観的価値を含む地域学習も併せた防災学習
についても検討する。

※平成28年度より取り組む

防災教育の様子（中津市立下郷小学校）

防災教育指導資料
（さつま町）

授業の様子

※さつま町では、学習指導要領に沿った形で、
複数の単元を地域の河川や災害を題材に教
育プログラムを作成し授業を実施。

教委委員会と河川事務所の連携
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■日頃からの啓発及び安全避難に資する対応

⑭まるごとまちごとハザードマップの整備【市・住民（国）】
・避難に資するわかりやすい情報として整備する
・災害を風化させないため、日常的に目に見える対策を実施

※平成29年度までに整備

まるごとまちごと
ハザードマップ実施

の手引き
事例（信濃川下流新潟地区）

要援護者避難訓練の例（愛媛県松野町松丸地区）

⑬防災訓練の実施【住民(市)】 つづき
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■日頃からの啓発及び安全避難に資する対応

⑯避難経路の安全対策 【市・住民(国)】
・平成24年出水で避難路が浸水。避難路の嵩上げ等による安全確保
・氾濫解析結果を踏まえ、必要な対策を検討

現在の水の流れ

避難経路（城井公民館）

※図面の色は地盤高を表現したもの

⑮防災拠点の整備 【市・国】
・まちづくり計画と連携し、橋詰めに備蓄土や土のう等を見える

形で配置し、防災意識が風化しないようにする
・学識者の意見を聴き、周辺景観に配慮した計画とする

※平成29年度を目標に整備予定

越水した橋詰めに防災拠点を
設けることで防災意識の継承。

土のうステーション（土のう置き場）の事例（福岡市）

災害対策用資機材置き場の事例（筑後川） 平田地区の道路状況（現状）
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■その他のソフト対策

●水防団等による巡回及び水防活動等【市】
・避難情報を住民へ確実に伝えるために伝達する
・浸水被害軽減のための水防活動の実施

中津市の広報車 中津市消防団

●避難所の設置【市】

・避難場所の設置、避難が
災害長期化する場合の
肉体的、精神的ケア、居
住環境の配慮等が重要。

・食料品、ベッド、ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ
等の備蓄が必要

・ライフﾗｲﾝの確保。
避難の状況イメージ

中津市・太宰府市「災害時相互応援に関する協定」

●災害ボランティアの受け入れ【市】

・災害ボランティアセンター
の立ち上げ（社協等と連携）

・情報収集、支援内容把握・
整理、ボランティアの人数
等を的確に把握。

・派遣先及び求められている
人員等について整理し、無
駄なく的確な運営を実施。

・そのための訓練等も重要

●広域市町村の連携、国・県・市の連携 【国・県・市】
・広域市町村と連携し、迅速に災害復旧を行う
・国・県・市が連携し、迅速に災害復旧を行う
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５． 平田・ 戸原地区の防災ソフト 対策　 スケジュール 凡 ： 整備・ 構築

例 ： 運用・ ｽﾊ゚ ｲﾗﾙｱｯﾌ゚

項目 具体の取り組み 役割分担 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 備考

●

設計・ 工事

ｼｽﾃﾑ改良

既存ルールを精査し新体制で確立

※国では既に運用中（ 県管理区間も必要に応じ実施）

※国では既に運用中（ 県管理区間も必要に応じ実施）

※地区運用について整理

告知端末の外部スピーカー設置の呼び掛け・ 実施

既存ツール活用について、 訓練や防災学習の場等で周知

必要な機能維持対策を検討・ 設計・ 設置

各自主防災組織の組織体系確立、 防災リーダー講習等を実施

●

●

● ● ●

●

⑤避難のためのタイムライン（ 防災行動計
画） の構築・ 運用

国・ 県・ 市

①馬溪橋地点にＣＣＴ Ｖ新設 国

②国・ 県のＣＣＴ Ｖ閲覧のワンスト ップ化 国・ 県・ 市

③市内部の情報収集・ 伝達系統と情報管理体
制の明確化

市

④避難判断に資する河川管理者からのホット
ライン運用

国・ 県・ 市

⑧ｲﾝﾀー ﾈｯﾄ, NHK, ｱﾗー ﾑﾒー ﾙ等の防災情報の充実・
活用促進

国・ 県・ 市

⑨市庁舎の機能維持（ 本庁、 支所） 市

地区運用をルール化⑥避難発令基準の明確化 市

⑦町内放送・ 告知端末等情報伝達確実性の向
上

市・ 地元

⑯避難経路の安全対策 市

⑫城井小学校での防災教育の体系化 市

⑭まるごとまちごとハザードマップ 国・ 市

⑮防災拠点整備 国・ 市

⑩自主防災組織の活性化（ ｺﾐｭﾆﾃｨ力向上、 防
災リーダー育成等）

市・ 地元

⑪マイハザードマップ、 避難行動計画の作成 地元・ 市

⑬防災訓練 地元・ 市

まちづく り計画と合わせ集落
内に防災のﾒｯｾー ｼ゙ を伝える

まちづく り計画と合わせ集落
内に防災のﾒｯｾー ｼ゙ を伝える

避難場所までの道路を浸水し
ない高さに嵩上げ

情報収集ツールの整
備・ 補強

正確で迅速な情報収
集・ 伝達

日頃からの啓発及び
安全な避難に資する
対応

※庁舎の浸水対策や電気・ 通
信設備等改良の必要性

各地区毎に自主防災組織主導
で作成

要援護者対応等含め、 避難行
動計画に基づく 訓練

H28より防災教育を実施（ 27
年度内に教材作成）
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６ ． 具体的な取り組み

（ １ ） 情報収集ツールの補強

  ①馬溪橋地点にCCTV カメラ新設 【 国】

 馬溪橋周辺のCCTV カメラは、橋下流約２ ０ ０ ｍの国道沿いと、上流

約５ ０ ０ ｍの多志田堰の左岸側にあるが、 馬溪橋による堰上げや流木の

捕捉状況等については確認が困難な状況である。

そこで、馬溪橋の上流約１ ０ ０ ｍの左岸側にカメラを新設し監視を強

化することにより、 洪水堰上げや流木の状況が速やかに確認でき、 適切

な避難勧告や避難行動につなげる事を目的とする。

  平成２ ７ 年度中に設置し、 ２ ８ 年度から運用を開始予定である。

②国と県のCCTV カメラ閲覧のワンスト ップ化 【 国、 県、 市】

 国管理区間のCCTV 映像は専用の光回線で、上流の県管理区間の映像

は行政 LAN を通じて市の防災部局で監視可能だが、 別システムで視聴

している状況であるため、 システムやモニターの統合等により、 上下流

一連で監視できるよう 改良等を行う。

 上流の県管理区間の状況を的確に把握することは、 下流の避難勧告や

避難行動に非常に有益である。

 平成２ ８ 年度の出水期前までを目標に、国・ 県・ 市が連携し取り組む。

 なお、 ＣＣＴ Ｖカメラの映像を耶馬溪支所総務課で視聴できない状態

であったが、 視聴できるように改良済み（ H27 年度完了）

（ ２ ） 正確で迅速な情報収集・ 伝達

  ③市内部の情報収集・ 伝達系統と情報管理体制の明確化 【 市】

 市の内部では、気象台や国・ 県の河川管理者等から集まる、気象情報、

河川情報、 氾濫危険情報等を的確に把握し、 庁内組織や水防団・ 警察と

迅速かつ確実な情報共有を行い、 的確に住民避難に資する情報が発信で

きる組織体系を構築する。

平成 28 年度に、 市役所に危機管理防災部局が置かれることとなるた

め、 その部局を中心とした組織体系、 指示命令系統を平成 28 年度の早

い時期に確立する。

  ④避難判断に資する河川管理者からのホット ラインの運用 【 国、県、市】

 河川水位や上流降雨の状況に応じ、 はん濫等の危険が迫っている地区

や、 越水等が見込まれる時刻の目安などについて、 国、 市のト ップが直
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接やりとりを行い、 避難発令の判断に資する情報を交換するホット ライ

ンを運用している。（ 事務レベルや課長レベルでの情報共有も当然実施し

ている。）

 引き続き、 適切なタイミ ングで的確な情報交換を行い、 避難の発令遅

れ等が生じないよう取り組む。

 なお、 県管理区間についてもホット ラインを構築する。

  ⑤避難のためのタイムライン（ 防災行動計画）の構築・ 運用【 国、県、市】

 大規模水災害の発災前から各主体が迅速で的確な対応をとるために、

平常時から地方自治体や関係機関、 地元等が共通の時間軸（ タイムライ

ン） に沿った具体的な対応を明記したタイムライン（ 防災行動計画） を

策定し、 災害時には実践する。  

  ⑥避難発令基準の明確化 【 市、（ 国）】

 平田・ 戸原地区の避難発令の基準は、 柿坂水位観測所の水位を基準に

している。

・ 避難判断水位（ 柿坂4.4m）： 避難準備情報

     ・ 氾濫危険水位（ 柿坂4.8m）： 避難勧告

     ・ 堤防天端（ 越水開始）   ： 避難指示

 但し、 馬溪橋は急な堰上げや流木閉塞等のリスクがあるため、 橋のア

ーチ部分に水位がかかる場合は、 避難準備にかかる等の目安とする等、

当地区オリジナルの基準を定める。 この基準については平成２ ８ 年出水

期前に定めて運用する。

また、 馬溪橋の袂に水防団が水位の監視を行う監視場所の設置につい

ても検討する。

  ⑦町内放送や告知端末等既存の情報伝達手段の確実性向上【 地元、 市】

町内放送や消防の広報車による情報発信は、 豪雨時に聞こえづらく 、

防災告知端末は、 寝室で就寝中には聞こえない家庭があるなど課題があ

る。 あらゆる手段で情報伝達することは重要であるため、 既存手段の補

強のため、防災告知端末の外付けスピーカーの増設（ 補助も検討）、ケー

ブルテレビの文字放送での周知とチャンネル切替えの徹底等の検討を進

めるとともに、 災害情報提供システム（ メール） の整備を行い情報伝達

の確実性向上に向けた取り組みを進める。（ 可能な施策から順次実施）
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⑧ｲﾝﾀー ﾈｯﾄ,NHK,ｱﾗー ﾑﾒー ﾙ等の防災情報の充実・ 活用促進 

【 国、 県、 市、 地元】

洪水予報における確実に伝わる文章・ 伝達手法へ改善し、 住民の所在

地に応じたリアルタイム情報を充実させる。

  これらの住民が入手できる防災情報について、 防災訓練や自主防災組

織の会議等様 な々場面で防災情報入手ツールを紹介し使用促進を図る。

  当地区は、 高齢者が多い地区であることも踏まえ、 操作のしかたや、

どのサイト 、 どの情報が使いやすく 分かりやすいかについて、 きめ細や

かに確認しながら周知活動を行うことが重要。

⑨市庁舎（ 支所含む） の機能維持 【 市】

洪水時や地震時等に市庁舎、 支所、 消防署等の防災機能維持が確保出

来るかの確認・ 点検を行い、 必要があれば、 発電設備の上層階移転や止

水板の設置等を検討・ 実施する。

確認、 点検については平成 28 年度中に実施し必要な対策をその後実

施する。    

（ ３ ） 日頃からの啓発及び安全な避難に資する対応

  ⑩自主防災組織の活性化（ ｺﾐｭﾆﾃｨ力の強化、防災リーダー育成）【 地元、市】

 自助・ 共助による防災対応を日頃から意識しておく ことは極めて重要

である。 そのためには自主防災組織を活性化し、 防災リーダーの育成、

地域のコミ ュニティ 力の向上を図り、 命を守る防災対策として推進して

いく 。（ 平成28 年度より取り組む）

  ⑪ﾏｲﾊｻ゙ ﾄーﾞ ﾏｯﾌ゚ 、 避難行動計画の作成（ 小集落毎）  【 地元、 市、（ 国）】

 地区オリジナルの防災マップ（ マイハザードマップ） は、 きめ細やか

に危険箇所や危険要素、 要援護者の情報などの地域情報が表現でき、 安

全な避難に資する実効性のあるマップとなる。

これをベースに作成する避難行動計画は、 地区内の組織体系や連絡系

統、 役割分担など、 災害の事象毎に誰が・ 何を・ どのタイミ ングで・ ど

うするか・ ・ 等について定める計画である。

マイハザードマップも避難行動計画も、 地区の皆さんが話し合って住

民の方々 が作りあげることが重要で、 そうすることで当事者意識が芽生

え、 意識の高揚にもつながる。（ 平成28 年度より取り組む）
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⑫城井小学校での防災教育の体系化 【 市、（ 国）】

 九州北部豪雨で敷地が浸水した城井小学校で、 地域オリジナルの学習

素材を活用した防災学習プログラムを作成し平成２ ８ 年度より、 理科や

社会の単元や総合学習等で取り組む予定。

 なお、 川の恵みや周辺の文化・ 景観的価値の地域学習を含む総合的な

防災学習についても検討する。

 また、 地域の方々 も交えた防災教育・ 避難訓練も予定している。

（ 平成28 年度より実施予定）

 城井小学校で定着すれば、 他の小学校に「 城井小学校モデル」 として

広めていく ことを考えている。

  ⑬防災訓練 【 地元、 市、（ 国）】

 マイハザードマップや避難行動計画を実訓練の形で実施する。 その中

で抽出された課題や改善点等があれば避難行動計画を見直す等、 よりよ

い防災対応ができるようスパイラルアップを図る。

今年度、 町丈集会所の建て替えが完了し、 地区の新たな一次避難所と

なるため、 この集会所を拠点とした防災訓練を実施する。（ 平成28 年度

より取り組む）

洪水に対して、 リスクが高い区間を住民へ周知し、 共同点検すること

で、 防災意識を向上させる。

  ⑭まるごとまちごとハザードマップの取り組み 【 市、 国】

  九州北部豪雨で甚大な被害があったことを風化させないため、 集落内

に浸水の痕跡を示す表示看板や、 馬溪橋の文化的価値と洪水履歴等を記

した看板、 避難経路を示す看板等を設置し、 普段の生活をしながらにし

て、防災意識の持続や、後世へのつながりを持たせる。（ 平成28～29 年

度を目標に設置予定）

  なお、 良好な景観の平田・ 戸原地区に設置するため、 そのデザインに

当たっては専門家の助言等いただきながら進める。

⑮防災拠点の整備 【 市、 国】

  防災意識の維持や、 後世への防災意識の継承を図るため、 防災拠点の

整備を行う。 防災拠点については、 日々 通行する馬溪橋の橋詰めや集会

所等に整備し、 土のうや備蓄土を見える形で配置することとする。

（ 平成２ ９ 年度を目標に整備）
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  良好な景観の平田・ 戸原地区に設置するため、 そのデザインに当たっ

ては専門家の助言等いただきながら進める。

⑯避難経路の安全対策 【 市、（ 国）】

 現在国で氾濫シミ ュレーショ ンの検討を進めているが、 この結果を基

に、 避難経路とその安全対策について検討し、 必要な対策を実施する。

例えば、 避難経路となる市道の嵩上げや歩道の整備、 止水対策等が考え

られる。

 実施時期は、 対策の規模等を確認し検討する。

（ ４ ） その他のソフト 対策

  ○水防団等による巡回、 水防活動等 【 市】

 水防団については、 必要な巡回並びに的確な水防活動と避難情報の伝

達などを確実に実施する。そのためには、日頃からの訓練が重要である。

  ○災害時の広域応援体制の構築 【 市、 国、 県】

 国・ 県・ 市は、「 大規模災害時の応援協定」 を締結済みであり、非常時

にはリエゾンや各種資機材の提供等、 国・ 県・ 市の協力体制が整ってい

る。

 また、太宰府市とも「 災害時相互応援に関する協定」を締結しており、

非常時の人的支援が得られる状況にある。

  ○避難所の設置・ 運営 【 市】

 平田地区には、 一次避難所として町丈集会所（ H27 完予定）、 二次避

難所として、 城井公民館、 城井小学校、 場合によって平田城址がある。

 戸原地区には、 避難所として上戸原生活改善センターと下戸原公民館

があるが、 洪水時には、 上戸原生活改善センターへ避難することとして

いる。

 避難所の設置・ 運営に当たっては、 早めの開設、 避難が長期化した場

合の肉体的・ 精神的ケア等が重要であり、 そのための食料・ 消耗品の備

蓄や、 ベッドやパーテーショ ン等の設備、 ライフラインの確保等、 事前

の適切な準備が必要である。
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  ○災害ボランティ アの受け入れとボランティ アセンターの運営 【 市】

 被災後のボランティ アの受け入れについては、 社会福祉協議会等と連

携し、 速やかな立ち上げと、 的確な情報収集と支援内容の調査、 必要な

人員・ 資材・ 食料・ 消耗品の数などを把握しながら運営する必要がある

ため、 ボランティ アセンター運営のための人材育成が重要である。
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１． 流木対策推進の必要性

平成２４年７月の九州北部豪雨では、主に河川や渓流沿いの河岸がえぐられ、沿川の

針葉樹が流木となり馬溪橋等の橋梁に集積し河道内の流れを阻害したことが被害を拡大

した要因の一つであるとされている。

また、過去に遡ると、平成３年の台風による大量の風倒木が平成５年の洪水により河

川に大規模に流入した経緯もある。

今回、馬溪橋を存置した河川改修を実施することは、流木閉塞による洪水堰上げのリ

スクを伴うことから、砂防、 治山、治水に係る国・ 県・ 市の各部局が連携して、流木対

策の推進について検討するものである。

２． 各部局の事業概要と取り組みの状況

1） 耶馬溪ダムにおける流木捕捉の取組み

山国川支川山移川に位置する耶馬溪ダムは、洪水調節や水の安定供給、発電のために

整備されたダムである。耶馬溪ダムでは、ダム上流部に網場を設置し、山移川流域の

流木を捕捉する効果がある。 平成５年や平成２４年の出水時にも多量の流木・ 塵芥を

捕捉した。【 別紙１参照】

2） 山国川床上浸水対策特別緊急事業（ 国管理区間） における樹木伐採

河川の流下能力向上のため、 治水対策の１つとして河川区域内の樹木伐採を行う。

樋田地区から柿坂地区の約１０ｋ ｍの事業区間で、約１１１，１００㎡を伐採予定

であり、平成２９年度を目標に完了させる予定。【 別紙２参照】

3） 山国川床上浸水対策特別緊急事業（ 県管理区間） における樹木伐採

県管理区間においては河畔林が少なく 、樹木伐採に特化して実施する予定はないが、

河床掘削をすることにより、河道が広がることから洪水時の流木閉塞のリスクが減少

する。

下郷地区の２．８ｋ ｍ区間において平成２９年度までに今後、４０，０００ 掘削

予定である。【 別紙３参照】

4） 砂防事業（ 中津土木）

荒廃した渓流の下流に位置する集落の人命・ 財産を土砂流出による災害から守るこ

とを目的に砂防事業を行っている。事業の主目的は流木対策ではないが、砂防施設は

流木捕捉にも効果を発現する。

中津市域における土石流危険渓流の整備状況は、約３３％の進捗であり、大分県内

の他の地域（ 大分県全域では約２２％） より進んでいる状況である。 また、現在も６

事業が事業中であり、引き続き事業の要件に合致する渓流については積極的に事業要

望していく 事とする。

また、ソフト 対策として、砂防事業の意義を広く 県民に理解していただく ため、「 親

子ふれあい砂防教室」 を開催している。【 別紙４参照】

なお、流木抑制に効果的なスリットダムについて９６基が整備済みである。
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5） 治山事業（ 北部振興局）

森林の維持造成を通じて、山地に起因する災害から県民の生命・ 財産を保全し、

また、水源涵養等の森林の持つ公益的機能の維持増進を図ることを目的に治山事業を

行っている。

事業の主目的は、山脚の固定や土砂の流出抑止であるが、山脚の安定による流木

抑制や流木捕捉にも効果を発現する。

中津市域における、山地災害危険地区治山事業の整備状況は、約３５．４％の進

捗率であり、大分県全域の進捗率（ ３０． ６％） と比べても進んでいる状況である。

また、現在も１４の危険地区において事業中であり、引き続き事業の要件を満た

す渓流については、積極的に事業要望していく 。【 別紙５参照】

なお、中津市域においては、昭和２６年から約７３０基の治山ダムを設置しており、

そのうち６基は特に流木抑制に効果的なスリットダムを設置している。

6） 流木被害森林緊急整備事業（ 中津市）

本事業は、豪雨時に流木となるおそれのある河川沿いの人工林（ スギ、ヒノキ等）

を予め伐採（ 沿川左右３０ｍ範囲を強度間伐（ 40%）） することで、流木被害の軽減を

図ることを目的としている。 事業箇所は、山国川の支川を中心に９箇所、約１０ｈ ａ

を、平成２５年度から２７年度の３カ年で実施中である。

本事業は流木対策に直結することから、平成２８年度以降についても平成３２年度

までの５年間で、１８箇所、９ｈ ａ を継続して実施する計画となった。【 別紙６参照】

  表－１ 各事業の進捗状況

事業名 全体①

（ 箇所）

整備済②

（ 箇所）

進捗率(%) 

②／①

事業中③

（ 箇所）

備  考

床対事業（ 国）

２０ ４ ２０ .０ １６

Ｈ２ ９ 年度完を目

標

砂防事業（ 県）

（ 土石流危険渓流）

(1,000) 

２６８

(200) 

８９

(20.0) 

３３．２ ６

上段（ ）： 県全体

治山事業（ 県）

（ 山地災害危険地区）

(6,822) 

６７０

(2,085) 

２３７

(30.6) 

４３．９ ５７

上段（ ）： 県全体

流木被害森林緊急事業

（ 市）

（ ９）

１８

（ ３）

０

（ ３３ .３）

０

（ ９）

０

上段（ ）： H27 まで

Ｈ３２年度完予定

（ ※平成２７年３月時点まとめ）

３． 今後の取り組み方針

流木抑制対策については、 今後とも関係各機関と連携・ 調整を図りながら、山国川流

域には馬溪橋をはじめ橋脚間が短い橋梁が多く 存在することを踏まえ、 事業推進に積極

的に取り組むこととする。

併せて、上記事業に加え、 山林の健全管理も重要であることから、適正な間伐、植林

等、流木抑制に効果的な施策について積極的に取り組むこととする。
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2

34
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7
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16

17

18

20

19

山国川床対事業（国管理）の樹木伐採

●河川区域内の樹木伐採位置図
治水対策の一環で、H29年の床対事業完了
までに樹木伐採も完了予定

21k0

20k0

19k0

18k0

17k0

22k0

24k0

25k0

26k0

平田・戸原地区

小友田地区

栃木地区

中川原地区

多志田地区

冠石野地区

蕨野地区

上曽木地区

計20箇所 111,100m2 

伐採後

現地写真（代表箇所：小友田地区）
樹木伐採箇所

伐採前

代表横断図（小友田地区：山国川24k600）

柿坂地区

●対策のイメージ

境界

24k6

樹木伐採
樹木伐採

河道掘削

NO 面積（㎡）

① 約7,100m2

② 約5,800m2

③ 約15,800m2

④ 約5,500m2

⑤ 約1,000m2

⑥ 約6,700m2

⑦ 約10,800m2

⑧ 約3,400m2

⑨ 約1,200m2

⑩ 約8,700m2

⑪ 約1,300m2

⑫ 約9,700m2

⑬ 約500m2

⑭ 約4,600m2

⑮ 約2,300m2

⑯ 約3,900m2

⑰ 約1,900m2

⑱ 約14,000m2

⑲ 約2,900m2

⑳ 約4,000m2

:樹木伐採箇所

別紙2（床対事業（国））
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１．山国川（床上浸水対策特別緊急事業）

事業概要

河川名 一級河川　山国川

床上浸水対策特別緊急事業

箇 所 中津市耶馬溪町大字大島

事業規模 延長Ｌ＝２，８００ｍ

主な構造
物

橋梁（雲輿橋）、護岸工

予定工期 平成２５年度～平成２９年度予定

事業効果
平成２４年九州北部豪雨規模の洪水に対して、橋梁の架け替え及
び河川断面の拡幅により、床上浸水被害を防止する。

事業概要図

別紙3（床対事業（県））
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●土石流危険渓流整備率

H27.3末時点

危険箇所 整備箇所 整備率

中津市 0 0 -

三光村 27 8 29.6%

本耶･渓町 129 40 31.0%

耶･溪町 67 13 19.4%

･国町 45 28 62.2%

･計 268 89 33.2%

2543 570 22.4%

●現在事業中の箇所
・交付金事業

渓流名 場所 期間 備考

関ノ本川 本耶馬渓町曽木 H21～H27

大迫川 本耶馬渓町曽木 H19～H30

下小袋川 三光小袋 H24～H30

成政川 山国町守実 H25～H29 ※

平原下川 耶馬溪町大野 H27～H33 ※

・県単独事業

渓流名 場所 期間 備考

小豆野川 山国町草本 H24～H29 ※

※馬溪橋より上流の砂防堰堤整備箇所

概要

砂防堰堤1基、渓流保全工100m

概要

砂防堰堤1基、渓流保全工300m

砂防堰堤4基

砂防堰堤1基、渓流保全工250m

中津土木事務所砂防班

砂防事業の取り組み状況

砂防・・・・・･･流危険渓流Ⅰ（･家5･以上）における事業着･渓流箇所の割合

砂防堰堤1基、渓流保全工250m

砂防堰堤1基

中津市

市町村名 旧）市町村名
砂防

･分県全体

別紙4(砂防事業)
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目的：

○透過型砂防堰堤の事例

関ノ本川

（中津市本耶馬渓町）

砂防事業（砂防堰堤）の制度の概要

流域における荒廃地域の保全を行うとともに下流河川の河床上昇を防ぎ、
土砂流出による災害から、人命、財産等を守ることを主たる目的とする。

　最近では、これまでの「不透過型」に加え、普段流れてくる土砂は下流に流し、土石流が起きた場合にだ
け土砂や流木をくい止める働きをもつ「透過型」と呼ばれる砂防堰堤も作られている。

※砂防堰堤は、土砂とともに流木も捕捉する。

また、山脚固定の効果もあるため、下流域

への流木流出抑制の効果が期待できる。

7





各事業の実施状況位置図（ 河川、 砂防等）

④春田川（河川流木補足工）
津民川支川

馬溪橋

耶馬溪ダム

○過去の土砂災害、 流木災害等を踏まえ、 砂防堰堤の整備を進めており、 約９０基の流木対策施設が設置済み。 （ 県）
○森林維持のために、 治山事業を実施しており、 治山施設は山脚安定による流木抑制等に効果を発現がある。 （ 県）
○流下能力向上、 流木発生抑制を目的として、 河川沿いの樹木伐採を実施。 （ 国、 県、 市）

：砂防ダム（従来型流木止めなし）

：砂防ダム（副堤流木止め付き）

：透過型砂防ダム（流木補足工）

：河川流木補足工

凡例

②所小屋川（透過型砂防ダム）

羅漢寺橋

耶馬渓橋

③田良川平成24年7月出水状況

①上中畑川（副堤流木止付）

①

④

③

②

平成24年7月出水状況

：床対事業（樹木伐採）

：流木被害森林緊急事業
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山地災害危険地区治山事業進捗状況

未着工

整備済 整備済率 一部整備 合計 着工率 箇　 所

 中津市 670 237 35. 4% 57 294 43. 9% 376

   旧三光村 57 6 10. 5% 0 6 10. 7% 51

   旧本耶馬渓町 164 61 37. 2% 19 80 49. 0% 84

   旧耶馬溪町 244 91 37. 3% 21 112 46. 1% 132

   旧山国町 205 79 38. 5% 17 96 47. 0% 109

 大分県全体 6, 822 2, 085 30. 6% 540 2, 625 38. 5% 4, 197

備考
着工箇所

市名等 箇所数

別紙5（治山事業）
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治山事業の実施状況

コンクリート ダム設置状況 コンクリート ダム流木捕捉状況

中津市山国町中摩字玉取（ Ｈ２ ５ 年施工） 中津市山国町槻木字月平（ Ｈ１ ０ 年施工、 Ｈ１ ９ 年撮影）

スリット ダム設置状況 スリット ダム現状（ 上流より)

中津市山国町槻木字山田幸（ Ｈ７ 年施工） 中津市山国町槻木字山田幸（ Ｈ２ ７ 年撮影）

11



治山事業の実施状況

　 ○崩壊土砂流出危険地区において、 土砂流出及び流木の抑制のため、 昭和２６年から治山ダムの設置を進め、 現在約７３０基の施設が
　 　 設置されている。

※設置箇所は、 基数が多いことと、 昭和４ ０ 年代までの台帳には図面が添付されておらず、 位置が不明な箇所があるため旧町村ごとの総数のみの表示とした。
　 設置数は、 改築や災害復旧等の履歴が正確でないものがあるため、 概ねの基数表示とした。
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実施前

事 業 実 施 状 況
（耶馬溪町戸原小友田橋付近）

実施後

流 木 被 害 森 林 緊 急 整 備 事 業

年 度 箇 所 数 間伐面積（ｈａ）

平成２５年度～２７年度 ９箇所（耶馬溪、山国地区） 10.1

平成２８年度～３２年度
１８箇所（山国、耶馬溪、本耶馬渓
地区

8.8

別紙6（流木被害森林緊急整備事業（市））
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流木被害森林緊急対策事業 イメージ図

浸食の危険の

少ない河岸

再浸食・崩落の

おそれがある区域

強度間伐

強度間伐

帯状伐採
（5～10m幅）

天然更新
天然更新

伐採木は搬出

伐採木を固定

流出したスギ

増水

河川

浸食・流出
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流木被害森林緊急整備事業
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橋梁補強対策

中津市耶馬溪支所

農林建設課

資料７



馬溪橋側面図（ 下流側）

Ｐ１ Ｐ２ Ｐ３ Ｐ４

Ａ１ Ａ２

戸原側（ 国道２１２号 平田側

1



馬溪橋の被害状況①
右岸

（ 起点側）

17210 15870

A1

P2P1

14028

45
3
0

13920

45
6
3

壁石

①

②

③
戸原側（ 国道２１２号
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馬溪橋の被害状況①
①

目地材の剥離・ うき

②

断面欠損・ ひびわれ

③

防護柵の変形
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P4

W. L

左岸

（ 終点側）

81930

16060 15520 17270

A2

P3

4
65

8

14222

4
5
10

13665

4
60

8

13939

要石

輪石

馬溪橋の被害状況②

⑦（ 橋面）

④
⑥

⑤（ 床版）

平田側
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馬溪橋の被害状況②
④

断面欠損

⑥

洗掘状況

⑤

床版（ 剥離・ 鉄筋露出）

⑦

舗装のひびわれ
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1
5
0

1
5
0

1
5
0

300 750 4050 750 300

6150

2
0
0

1
3
0

3
3
0

7
0
0

上流側 下流側
橋面防水工、 舗装打換え工

防護柵復旧工

ひびわれ補修工、 断面修復工、 表面処理工

アスファルト 舗装 t=50mm( 平均) アスファルト 舗装 t=40mm

1075 10754000

馬溪橋の修復について①
橋面補修方法
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馬溪橋の修復について②

青のﾊｯﾁ部分・ ・ ・ 石材での復元

Ｐ４橋脚補修方法橋体工・ 下部工補修方法
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馬溪橋の修復について③
石材補修方法

混 擬 石 充 填 工

（ 石材うき部）

混凝石充填

＊はつり 深さ： 50mm

施工手順 施工手順

プラ イ マー塗布

欠損部清掃

混凝石充填

プラ イ マー塗布

う き 部はつり

（ 石材欠損部）

50

混凝石充填

＊充填深さ： 400mm

400

混凝石充填

目 地 補 修 工

（ 石材 目地うき部）

断面修復材こて塗り

プライマー塗布

＊はつり深さ： 50mm

施工手順 施工手順

プラ イ マー塗布

剥離部清掃

断面修復材こ て塗り

プラ イ マー塗布

う き 部はつり

断面修復材こ て塗り

50

5
0

50

5
0

うき部 剥離部

断面修復材こて塗り

プライマー塗布

（ 石材 目地剥離部）

＊はつり深さ： 50mm
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事業実施スケジュール
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馬溪橋周辺整備活用アクショ ンプラン(案)

【 地域振興対策】

平成２８年３月

中 津 市

資料８ ’
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2 

まえがき

馬溪橋周辺整備活用アクショ ンプランの作成について

馬溪橋周辺整備活用マスタープランをふまえて、馬溪橋周辺における名勝耶馬渓の

整備活用の実施計画を作成する。

マスタープランの整備活用の目標として、「 名勝耶馬渓の自然や文化財・ 人々 の生

活が共存する、 新しい地域価値の創出」 が掲げられており、「 風致景観の維持向上」・

「 安全・ 安心なまちづく り」・「 文化遺産を活かした地域振興」 の３つの整備活用の指

針が示されている。当アクショ ンプランでは、「 風致景観の維持向上」「 文化遺産を活

かした地域振興」 について具体的な実施計画を定める。なお、「 安全・ 安心なまちづく

り」 の実施計画については、 別途作成する。

整備活用アクショ ンプランの方策について

整備活用の指針を具体化するために、「 風致景観の維持向上」「 文化遺産を活かした

地域振興」 の２つの指針について実施計画を定め、その実施については、国、県、市

と地元関係者が、 その所管において協働して施行する。

計画期間を明確にすることで、実効性を持たせ、地域の変化や時代の変化に柔軟に

対応できる計画とするため、計画実施期間を、短期（ 概ね～５年程度）、中期（ 概ね６

～１０年間程度）、長期（ 概ね１０年～） に分けて計画する。記載の無い事業について

は、 ２～３年以内に着手し、 その後継続して行っていく ものである。

また、今後も地域住民の意見や関係機関との協議により必要に応じて変更を行うも

のとする。
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Ⅰ． 風致景観の維持向上

(1)集落景観の維持向上

各施策の実施にあたっては、集落景観の維持向上に伴い歴史的な景観の価値を損

なわないよう配慮するため、計画範囲内においては、市文化財担当部署に協議を行

うこととする。

計画範囲 図Ⅰ－①
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(2)「 山国川筋の景」 環境整備 《 平田・ 戸原地区の河川整備と景観の維持向上》

「 山国川筋の景」 を利活用する観点から、沿川や河川内からの視点場、平田城跡

からの見え方、回遊通路、集落から川へのアプローチなどを踏まえ、階段やスロー

プ、ビューポイント 等の施設を整備する。可能な範囲で河川整備とあわせて実施す

る。

【 短期】

山国川筋の景 図Ⅰ－②

(3)馬溪橋の環境整備 《 馬溪橋の景観の向上とビューポイント の設置》

馬溪橋を見学する上で支障となる草木を定

期的に除去・ 手入れを行い、見学者が心地よく

観賞でき写真撮影ができる環境を整える。

「 馬溪橋」「 山国川筋の景」「 平田城跡の景」

を一体として望むことができるよう、２１２号

脇にビューポイント を設置し、公共駐車場の整

備をする。また、馬溪橋のたもとに降りて見学

できるよう、橋を見上げ迫力を感じてもらうス

ポット 、 写真撮影のスポット を整備する。

【 短～中期】

馬溪橋の視点場 図Ⅰ－③
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(4)「 平田城跡の景」 の環境整備

露出している石垣を際立たせ、 城跡であることを認識できる景観をつく るため、

平成２６年度に行った名勝耶馬渓修景作業に続き、伐採計画や倒木樹木の除去計画

を作成し、実施する。ただし、紅葉の名所であ

ることに配慮し、 支障木の伐採は必要最低限

とする。【 中期】

また、「 平田城跡の景」 から「 立留りの景」

や戸原方面など周囲の景観を楽しめる環境整

備を行う。その整備内容としては、眼下の平田

地区の文化財や景観を紹介するマップを平成

28 年度より作成する。 さらに、 眺望の魅力向

上をはかるため平田城跡からの眺望写真を入

れた看板設置を行う。【 短期】

(5）「 立留りの景」 の環境整備

立留りの景の景観に磨きをかけるため景観

の支障となる木の伐採計画を作成し、 実施す

る。ビューポイント である馬溪橋、メイプル耶

馬サイクリングロード、平田城跡、平田城跡前

の駐車場、平田家などからの「 立留りの景」 方

面への眺望の維持向上をはかる。 立留りに関

する江戸時代から伝わる「 将軍家献上の尺八」

の逸話を看板などにして、 広く 観光客等に伝

える。 【 中期】

(6） ホタル放流地としての景観保全

ホタル放流地としての景観を保

全するため、清掃活動などを行い、

旧平田駅ホーム横を流れる水路の

水質と水辺環境の維持向上をはか

る。また、中津市立城井小学校と県

立中津南高等学校耶馬溪校が協力

してホタル育成の研究をしている

こと を側面的に支援すると と も

に、 その様子を看板等にて多く の

伐採イメージ

ほたる放流イメージ

平田城跡より馬溪橋を望む
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人に知らせる。【 短期】

(7)「 馬溪八勝(仮)」

名勝耶馬渓を象徴する「 川筋」「 構造物」「 周辺の奇岩」 が成す馬溪橋周辺は、風

景を楽しみながら散策できる空間であり、魅力向上のため散策路や視点場を「 馬溪

八勝(仮)」 として整備する。【 短～長期】

馬溪八勝(仮)イメージ
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Ⅱ． 文化遺産を活かした地域振興

(1)文化財的価値の向上・ 周知

①名勝耶馬渓の構成要素としての景観の向上と文化財指定の格上げ

ア）「 馬溪橋」

馬溪橋は、国指定名勝耶馬渓の風致景観を構成する重要な要素の一つであり、

石橋が存在する風景自体に価値がある。 山国川・ 岩峰・ 石橋、 そして石橋とと

もに発展してきた集落それぞれが存在する風景を見つめなおし、 景観の価値を

向上させる。 また、 市指定有形文化財である馬溪橋は、 県指定有形文化財に指

定されている「 耶馬渓橋」、「 羅漢寺橋」 とともに、“ 耶馬三名橋” として、同等

の価値を有する石橋である。災害復旧工事終了後、平成29年度に県指定有形文

化財に申請し、 平成30年2月末の答申を目指す。

あわせて耶馬渓橋、 羅漢寺橋、 馬溪橋を「 耶馬三名橋」 として国指定への指

定の格上げを目指すが、 今後の河川改修とあわせて、 保存管理の方針等をまと

める必要があることから、 長期の計画となる。

馬溪橋周辺での「 馬溪橋写真撮影会」「 馬溪橋スケッチ大会」 などのイベント

を開催して、 また、 その成果品を活用し馬溪橋の素晴らしさをＰＲしていく 。

さらには、 上下流からのライト アップも検討する。

イ）「 平田城跡」

平田城跡は、 遺構調査などを通して文化財的価値づけを行い、 県指定史跡へ

の指定を目指す。 また黒田氏の本城「 中津城」 とその支城「 平田城」 としてセ

ット でとらえ、 さらなる指定の格上げについても検討する。

また、石垣の崩壊の恐れのある部分を保護し、見学者の安全を確保するため、
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石垣危険個所に対しネット 掛け工事を実施する。 遺構保護上問題のないものは

可視化させ、城跡の景観を復元し見学

者が城跡探訪を楽しめる空間をつく

る。

石垣全体の整備については、現在行

っている国庫補助事業「 中近世城館調

査」 の調査結果が出た後、整備の必要

性・ 整備方法について検討を行う必要

があるため、 長期の計画となる。

今後は、地元住民や平田城跡保存

会と協力し、平田城跡を利用した「 観

月祭」 や「 紅葉観賞会」 また、「 平田城

祭り」 などを企画し、平田城跡の活性

化、 PRにも努める。

ウ）「 平田家住宅」

平田家住宅は、平田地区におけ

る中心的な観光資源となりう る

文化遺産である。家の持ち主であ

る平田氏とよく 協議しながら、平

成２ ８ 年度より国登録文化財へ

の登録手続きを始め、有形文化財

としての指定や名勝指定など、よ

り上位の指定を目指す。特に、建

物三階からの「 立留りの景」 周辺

の山々 の眺めは素晴らしく 、「 名

勝を見せるための建築物」 としての保存活用、 維持管理についても検討する。
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エ）「 旧耶馬渓鉄道平田駅ホーム」

平田家当主の平田
ひ ら た

吉
よし

胤
たね

氏は耶馬渓鉄道の

社長をつとめた人物である。 休憩施設とな

っている駅舎風建物内にパネル展示を行う

など耶馬渓鉄道の情報を得る場所としての

利用を検討する。 国登録文化財としての登

録理由の周知につとめ、 耶馬渓鉄道関連の

他の国登録文化財（ 旧耶馬渓鉄道一号厚ヶ

瀬ト ンネル・ 旧耶馬渓鉄道二号厚ヶ瀬ト ン

ネル等） と併せた価値の周知を行う。

また、 地元住民と協議をしながら、 旧平

田駅周辺が、 人が集い、 交流できる場所と

しての利用、 活用方法を図る。

オ）「 城井八幡社」

城井神社は、平田地区の鎮守社であり、村落景

観の中核を担う 景観要素である社殿は、 天保

11(1840)年に造営されたといわれており、 江戸末

期の建築物であることの確認調査を行い、 文化財

としての価値付けを行う。 また、 戦国武将野仲氏

ゆかりの地として案内板やパンフレット などでの

周知を行う。 更に門前の石垣にある、 野仲氏の有

力武将である百留河内守
ひゃく どめかわちのかみ

が石垣を寄進した際の

石に刻んだ文字も城井八幡宮の歴史を物語らせる

貴重な財産であるので看板等を設置して広く 知ら

しめるようにする。
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カ）「 西浄寺及び扁額」

扁額はこの地域が戦国時代に大友氏と大内氏

そして毛利氏がしのぎを削った最前線だったこ

とを知る貴重な資料である。

西浄寺本堂は、 近代の大規模な浄土真宗本堂

の形式であるため、調査を行い、文化財としての

価値付けを行う。また、西浄寺の前身は、室町初

期に平田の北西の三尾母にあった 楞
りょう

厳寺
ご ん じ

とい

う禅宗寺院であったが、 黒田氏が平田城を支城とした際に平田に移り、 正徳年

間に現在地に移ったという。 寺院の歴史的変遷を考え「 中近世城館調査」 とし

て古文書・ 古記録の調査を行う。

キ）「 旧平田郵便局」

この平田郵便局は 2 代目であり、 大正時代（ １ ４

年） に建てられたものである。 直近く に３ 代目の庁

舎、そして、現在、戸原の馬溪橋近く に移転した新庁

舎と約９ ０ 年にわたる３ 代の郵便局庁舎が見られる

のも珍しい。

近代建築物としての文化財的価値付けを行い、 パ

ンフレット などでの周知に努める。 所有者の同意を

得た後、建築物の調査を実施し、その後、国の登録有

形文化財への登録を目指す。
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ク）「 旧城井小学校」

この建物は現在では、 地元の卒業生が

喫茶店として活用しており、 インターネ

ット などを通じて全国からお客さんが訪

れている。

近代建築物としての文化財的価値付け

を行い、パンフレット などでの周知に努め

る。所有者の同意を得た後、建築物の調査

を実施し、その後、国の登録有形文化財へ

の登録を目指す。

②学習機会の創出

石橋を通して、 石材の入手経路や建造するに至った経過、 また石工の系統など、

多く の歴史やその背景となった地域の発展などが地域の物語が見えてく る。

地域の物語を市民に石橋への興味・ 関心をもってもらえる機会を創出するため、

石橋との関わりや、架設技術や、石材等の研究など、周辺都市と連携した取り組み

を行う。また、人々 が石橋を学習する機会をつく り、平成28年度よりパンフレット

の作成・ 配布、 文化施設での企画展やシンポジウムを企画する。

③郷土愛を育む教育の実施

身近な地域の歴史と文化を子どもたちに触れてもらうために、 学校教育に積極

的に取り入れる。 このことにより未来を担う子どもたちに、 先人の叡智と努力、

そして地域の人々 を守ろうとする想いを伝え、 郷土への誇りと郷土愛を育む情操

教育を行う。

④馬溪橋周辺地区デザイン会議（ 仮称） の発足

平田地区や戸原地区の有志を募り、 この地域を活性化させるためにこのアクショ

ンプランを元に、意見交換を行い、この地域の未来を語る場を作る。そして、そこ

で生まれたアイデアについて住民と行政が協働し、実践活動を行い元気な活力のあ

る地域を創出することを目指す。
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(2)観光資源としての価値の向上・ 周知

①情報・ 交流ゾーンの整備

観光客への情報発信、地域住民

との交流が出来るゾーンとして

平田・ 戸原地区観光の入口に位置

する場所に視点場及び公共駐車

場などを整備する。

②周遊ルート の設定、 誘導板の設置

国道212号線沿いに平田城・ 馬溪橋への誘導板を設

置し周知に努める。

③観光資源を結ぶ周遊ルート の整備

平田地区及び戸原地区内

の観光資源を周遊するルー

ト について検討する。
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④メイプル耶馬サイクリングロードの利用

サイクリングロードを活用し耶馬渓の文化財・ 観光スポット との連携をはかるた

め、 以下の事業を行う。

山国川上流地域と下流地域を結ぶ、旧耶馬渓鉄道跡地を利用した「 メイプル耶馬

サイクリングロード」 は平田地区を縦断し、耶馬渓の景勝地を楽しむことができる

体験型観光のメイン施設である。このサイクリングロードを基軸に、観光の重要な

要素となる「 見る・ 食べる・ 遊ぶ」 の魅力の創出とそれらを一体とした情報発信を

進めていく ことで、 観光誘客の促進を図る。

「 見る」については、本ロード

のビューポイント に休憩スペー

スや説明看板の整備を行うと共

に誘導サインの充実など利用者

目線での整備を行っていく 。「 食

べる・ 遊ぶ」については、本ロー

ドからの周遊・ 立ち寄りの場と

して平田地区は重要な位置づけ

にあることから、 旧平田駅プラ

ット ホームや平田城跡、 平田家

住宅、 馬溪橋などへの周遊に加

え、自転車から降りて「 食べる」

「 休憩する」 溜りのエリア創出

に向け、 地域住民と連携した取

り組みを行っていく 。

また、本年の耶馬渓「 日本新三景」 選定100 周年を契機に、本ロードを活用した

記念イベント の実施や文化財・ 観光スポット を結ぶおすすめ観光周遊ルート の造成

なども行うと共に、 国内外への広いPR 活動を展開する中で、 インバウンドにも目

を向けサイクルツーリズムが盛んな台湾からの誘客も積極的に行っていく 。

このような取り組みにより、サイクリングロード利用者を大いに増やし、平田地

域への誘導を行い同地域での観光消費の拡大に結び付けていく 。

なお、 サイクリングロードの具体的な整備及び活用策については、 平成 28 年度

に、本ロードに関連する官民団体や地域住民などを交えた「 メイプル耶馬サイクリ

ングロード活性化会議（ 仮称）」 を立ち上げ、この中で方向性を固めていく こととな

る。【 短～中期】
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⑤馬溪橋の映画ロケ地としての周知

山田洋次監督「 男はつらいよ 第43 話 寅次郎の休

日」において、寅さんが橋をわたり啖呵を切るタイト

ルバックに馬溪橋が映っている。 この一般にあまり

知られていない撮影場所のアングルをビュースポッ

ト とした説明看板の設置などを検討する。また、新た

な観光スポット としてメイプル耶馬サイクリングロ

ード周辺のおすすめ周遊ルート に組み込むなど、 ロ

ケ地としてのPR を行っていく 。【 短期】

⑥「 耶馬三名橋」 の観光利用

名勝耶馬渓観光の中で、 橋を単体ではなく 、 耶馬渓橋・ 羅漢寺橋とともに「 耶馬

三名橋」 として周知を行う。耶馬渓観光ポイント として三橋を連携した取り組みを

行い観光資源としての価値を高める。平成28年度よりパンフレット の作成・ 配布、

文化施設での企画展を企画する。

⑦鉄道ファンの取り込み

耶馬渓鉄道の面影をたどる場

所として、鉄道ファンの取り込み

を行うため、国登録文化財である

平田駅プラット ホームや付属す

るト イレの整備を行う。

耶馬渓鉄道線路跡であるメ イ

プル耶馬サイクリングロード や

国登録文化財である平田駅プラ

ット ホームなどの利用について、

ロード 沿いに残る駅跡に駅名表

示板の設置、鉄道にちなんだイベ

ント を行うなど、耶馬渓鉄道の雰囲気を楽しみ、面影をたどる場所として鉄道ファ

ンの取り込みを行う。【 中期】
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⑧馬溪橋周辺地域への誘導

石橋を渡った先に、中世の文化財と

近代の文化財が集落に密集している

点が当地域の魅力である。 馬溪橋は

「 橋周辺地域のレト ロな時空間にい

ざなう 導入路」 として効果的に活用

する。 橋とともに生きる周辺地域一

帯を観光資源として、 地域の活性化

につなげるため、 名勝や文化財を紹

介する観光マップや説明看板等を製

作・ 設置する。

⑨耶馬渓観光への誘導

名勝や日本新三景のように「 耶馬渓」 には、 数々 の称号があり、 全国知名度をは

じめ耶馬渓のもつ高いポテンシャルは観光要素に重要なポイント を持っている。た

だし、「 見る」 だけの観光では、相応の誘客を図れない状況にあり、この「 見る」 観

光からの脱却のため、「 食す」 や「 遊ぶ」「 泊まる」 といった来訪者の滞在時間の延

長を促す観光政策を実行していく 。幸いにも馬溪橋およびその周辺には、メイプル

耶馬サイクリングロードや平田城址、耶馬渓鉄道の名残りなど、歴史文化と体験を

促す素材が豊富にあるため、これらを一体にした情報発信、環境整備を推進して行

く 。 これらを総結集し、 耶馬渓全体の魅力を高め、 観光客の増加をはかる。

【 短～中期】

⑩地域の道路整備

馬溪橋周辺道路は、狭小な道路も多く

緊急車両の通行に支障をきたしており、

改良する。また、観光時の回遊性を誘発

するための歩道の整備を行う。



山国川治水対策検討委員会（ 第５回）  議事要旨

平成２８年３月１８日（ 金） １５ :００～１７ :２０

●委員： 杉尾委員長、 赤司委員、 橋本委員、 矢野委員、 稲田委員、 廣畑委員、 宮本委員、

福山委員 （ 欠席： 飯沼委員、 山尾委員）

●マスコミ ： ２社（ 大分合同新聞、 大分建設新聞）

●地元傍聴： ５名

【 議事要旨】

◆第４回委員会の議事要旨及び第５回委員会の検討の流れ

 ・ 事務局提案のとおりとする。

◆平田・ 戸原地区の実施設計及び模型実験の状況

 ・ 事務局提案のとおりとし、 以下の指摘事項も含め取り組む。

 ・ 流木閉塞は流木「 捕捉」 に修正する。 また流木捕捉の程度を想定することは難しいが、

様々 なケースを想定しソフト 対策等につなげる検討も必要。

 ・ 景観、視点場、利活用の面から、階段等の動線整備や、木ノ子川合流点付近に創出され

る水辺空間について、 市や地元を含めて考えていく とよい。

 ・ 模型実験で得られた知見は学術的にも有益であり広めていく ことが重要。

◆石造アーチ橋の対応方針（ 案）

・ 事務局提案のとおりとする。

・ 耶馬渓橋、 羅漢寺橋の安定性やその上下流の水理計算については、 馬溪橋で実施した

考え方と同様の検討手法で実施し、 河道計画の妥当性を確認した。

・ 陸閘については、 適切な操作ルールと体制を定めておく ことが重要。

◆防災・ 減災ソフト 対策アクショ ンプラン（ 案）

・ 事務局提案のとおりとし、 以下の指摘を踏まえ実施につなげる。

・ 避難情報が全ての人に正確に伝わることが重要。

・ 地域の防災意識を継承していく 工夫が必要。 馬溪橋の取り組みは治水と歴史文化が融

合した貴重なものであり、 例えば永年残る石碑の設置など検討してほしい。

・ プランの内容は充実しているが、 これを確実に実行していく ためのフォローアップが

重要。（ →今後設置する「 山国川水系水防災意識社会推進協議会」 の中などでフォロー

アップしていく 。）
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◆流木対策アクショ ンプラン（ 案）、橋梁補強対策（ 案）、地域振興策アクショ ンプラン（ 案）

・ 各部会より報告。 以下意見について、 各アクショ ンプラン作成・ 実施の参考とする。

・ 樹木は、 樹林帯など防災面で流速抑制や侵食防止等の効果もあるため、 伐採にあった

っては総合的に検討すること。

・ 流木捕捉による効果をアピールすることも考えるべき。（ 例えば、 ダムや砂防堰堤の流

木捕捉が下流河道に与える効果を見える形で示すなど。）

・ 下流の２石橋についても、 劣化調査等定期的に行って長持ちさせる事を考えるべき。

・ 馬溪橋補強は、 今回はほぼ原形復旧だが、 橋の価値を高めることを意識し、 長期的に

丁寧に考えていく べき。（ →３橋をいい形で長持ちさせることを市でも考えていく 。）

・ 地域振興アクショ ンプラン（ 案） は、 文化遺産と治水が両立する「 防災まちづく り」

が根底にあると思うので、 そういう切り口を入れてほしい。（ →「 情報交流ゾーン」 等

を具体化していく 際に工夫していく 。）

◆委員会の結論

◎審議事項である、 治水対策、 防災・ 減災ソフト 対策について委員会として了承する。

◎報告事項である、 流木対策、 橋梁補強、 地域振興等のアクショ ンプランについても各

機関が連携し着実に進める。

※取り組み実行にあたっての委員会からの要望

  ・ 防災と歴史文化が融合した良い事例であり、 他の見本となるような、 また将来に誇

れる川づく り、 防災まちづく り及び地域振興・ 観光振興を実現してほしい。 なお、

今回の審議内容を通して、 今後、 学術的にも重要な案件については、 そのプロセス

を国県市とも広く 情報発信してほしい。

◆本委員会の今後の取り扱い

◎審議事項について一定の結論が得られたため、 今回で本委員会は閉じる。

◎なお、 今後平成２ ４年規模の洪水が発生するなど計画のフォローアップ等が必要とな

った場合は、 必要に応じ再設置を行う。

-以上- 


